
千葉市少年自然の家の管理に関する仮協定書 

 

 

千葉市（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、甲の設置する公の

施設である千葉市少年自然の家の管理（以下「本事業」という。）に関し、次のとおり合意し、

この仮協定を締結する。 

 

 

（趣旨） 

第１条 この仮協定は、本事業に関する基本事項、指定期間における指定管理者（地方自治法

（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）としての業務及びこれらに付随関連する事項に関し、甲と乙との間で

締結する協定書（以下「本協定」という。）の締結に向けて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象施設及び指定期間） 

第２条 本事業の対象施設及び指定管理者の指定期間は、次のとおりとする。 

（１）施設名称 千葉市少年自然の家 

（２）施設位置 千葉県長生郡長柄町針ヶ谷字中野１５９１－４０ 

（３）指定期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

（確認事項） 

第３条 甲及び乙は、次に掲げる事項について確認する。 

（１）指定管理者（本事業に係る指定管理者をいう。以下同じ。）に関し、乙は、千葉市少年自

然の家設置管理条例（平成１６年千葉市条例第４２号）第１８条第３項の規定に従い、甲に

対して指定管理者の指定を受けるための申請を行ったこと。 

（２）甲は、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例（平成２２年千葉市条例

第７号）第３条第１項の規定に従い、指定管理予定候補者の選定について千葉市こども未来

局指定管理者選定評価委員会に諮問し、その答申を踏まえて、乙を指定管理予定候補者とし

て選定したこと。 

（３）甲が乙を指定管理者に指定するに当たっては、法第２４４条の２第６項の規定により、

あらかじめ、千葉市議会の議決を経なければならず、この仮協定の締結により、甲が乙を指

定管理者に指定し、又は指定する義務を負うものではないこと。 

 

（当事者の義務） 

第４条 甲は、乙を指定管理者に指定することを内容とする議案（以下「指定議案」という。）

を令和元年第４回千葉市議会定例会に提出するものとする。 

２ 甲及び乙は、本協定の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、千葉市議会にお

いて指定議案が議決されることを条件として、具体的な業務内容その他合意が必要な事項に

ついて協議を行い、令和２年１月を目途に本協定を締結するものとする。 

３ 本協定の内容は、甲が指定管理者を募集する際に公表した「基本協定書（案）」及び乙が甲

に提出した提案書の内容を基本とするとともに、乙は、前項の協議において、甲の要望事項

を尊重するものとする。 

 
（準備行為） 

第５条 本協定の締結前であっても、乙は本事業に関して必要な準備行為を行うことができる

ものとし、甲は、乙に対して必要かつ可能な範囲で協力するものとする。 

２ 乙は、前項の準備行為を行うための個人情報の取扱いについては、別記「指定管理者個人

情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 



 

（本協定の不調） 

第６条 千葉市議会における指定議案の否決その他事由のいかんを問わず本協定の締結に至ら

なかったときは、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、

相互に何らの債権債務関係を生じないものとする。 

 
（地位の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、甲の書面による承諾が事前に得られたときを除き、この仮協定の当事者として

の地位及びこの仮協定に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的

に供することができないものとする。 

 

（仮協定の効力） 

第８条 この仮協定の効力は、本協定の締結をもって、将来に向かってその効力を失うものと

する。 

 

（協議事項） 

第９条 この仮協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとす

る。 

 

 

この仮協定の締結の証として、本仮協定書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

 

令和元年 月  日 

 

甲 千葉市中央区千葉港１番１号 

 

  千葉市 

 

  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 

乙 〔主たる事務所の所在地〕 

 

  〔法人等の名称〕 

 

  〔代表者の職及び氏名〕 


